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第一次世界大戦 と英国婦人労働者

吉 田 恵 子

1,は じ め に

戦争は時として,革 命以上に社会的経済的変革を もた らすことがある。

非常時体制が,通 常では とても不可能な変革を必要 とずるが らである。婦

人労働の歴史においても,こ のことは例外ではない。 イギ リスの婦人労働
ミ

史にお い ては,第 一 次大uah:1つ の画期を なす といわれ てい る。「婦 人の働
(1)

きが なければ,・戦争 は もち こたえる ことがで きなか った」.といわれ るほ ど

に,婦 人 の活躍は 自ざま しか った。軍需工場 の工員 として,銀 行 ・官 庁の

事務職員として,路 面電車の運転手 ・車掌として,か つてはみ られなかっ
コ 　 　

たあ らゆる分野へと婦人は進出し,「婦人の男子労働者に対する何 らかの代
(2)

替 のおこ らなか つた産業はほ とん どな い」 とまでいわれ るに至 った のであ

る。かか る第一次大 戦での経験 を契機 として婦 人は労働者 としてのその能

力を認 め られ,こ こに今 日の婦人 の職場進 出の基盤 が築かれ た とされ るの

であ る6

だが実際 にそ うであ ったの だ ろ う か。第一次大戦をは さんだ1911年 と

1921年 のセ ンサスを比較 してみ ると,14才 以 上の女性 の うち,就 業者 の割

合 は1911年 は35.7%,1921年 には33.7%と,む しろ戦後 の方が減少 してい

るのであ る。 特に既婚 婦人の場合は,25才 以下の若年層を除い てすべて の
(3)

年令 層で下が ってい る。'"既婚婦人は家事へ"・とい う峨 前か らの傾 向には,

何 らあ歯 止めがかか らセいないのであ る。

確かに第一次大戦中 の婦人 の活躍は月 ざま しか った。だが,こ れは一体

どの よ うな状況 の中でな されたの であろ うか。今迄 の婦 人労働 の性格に対
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して,革 新的な変化を もた らす よ うな方法 でな された のであろ うか。1921

年 セ ソサスの数字か ら判断す る限 りにおいては,戦 争中 の この体験 とい う

のは婦人労働の歴 史に とっては,・一時的例外的 な出来事に とどまった とい

う,通 説 とは異な る結論を導びか ざるをえないのであ る。

第一次大戦が婦人労働に与 えた意 義は何 なのか,こ れを探 るのが本小論
(4)

の 目 的 で あ る 。

注(1)1917年 に 英 軍 需 省 の 代 表 者 が ニ ュ ■・一・ ヨ ー ク で 語 っ た 言 葉 で あ る 。(1.0.

Andrews,EconomicEffectsOftheWaruPonWemenandChildren

inGreatBritain,NewYork,1918,p.1.)

(2)ibid.,P.2.

(3)A.L.Bowley,SomeEconemic・Con.seqμencesOftheGreatWar,

London・'1930,P・58・
.、.:

(4)第 一 次 大 戦 と 婦 人 労 働 に つ い て は,さ し 当 り,G.D.H.Cole,Labourin

WarTifne,London,1915;1.0.Andrews,op.cit.∫A.W.Kirkaldy

(ed.),1nd"stryandFinace,London,1920;G.Braybon,,WromenWor・

kers`"theFirstrVorldWar,London,1981を 参 照 の こ と 。

皿 戦前におけ る婦人労働 者の状態

まず,戦 前の働 く婦人達の状態を明 らかに してお く必要があ る。

1911年 センサスに よると,全 女子人 ロに 占め る就業者 の割合は25%で あ

る。50年 前の1861年 にはそれ は27%で あ っ た か ら,む しろ減少気味 であ

る。それに伴い,労 働人 口 に 占め る婦 人 の 割 合 も,1861年 の34,1%か ら

1911年 の29.7%へ と減少 している。

表1は1861年 と1911年 におけ る婦人 労働者 の多い産業上位5産 業 をあげ

た もの であ る。こ こ50年 の間にサー ヴ ィス(そ のほ とん どは家事奉公人),

繊維,衣 料 ・製靴 とい ういわゆ る"婦 人産業"の 比重 のわずか なが らの低

下 と,専 門職,非 繊維工業のやは りわずか なが らの増加 とい う傾向を読み

とることができる。 しか し,全 体 どしては働 く婦人 の割合 自体が減少 した

とい うことは,前 者の減少を後者の増大 に よらて相殺す ることはで きなか

った とい うことを意味 す るものであ る。
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表1婦 人労働者の多い上位5産 業

i'--・8・ ・ 年'1・iも ・ 砕 一一

順∵ 三:三 璽 璽 「
産 … 業遮 蝶

,

;己 一ヴ竜C:;%… ㌫一ヴィ⊇ig:;%
・ 巳 料 ・N・lt・ ・8・4…:衣 料 ・製 川 ・5・・

:⊥一雛 璽1:;渇 門鷺i;:l
C.H.Lee,BritishRegionalEmplaymentStatistics,Cambridge1979よ

り作成。

この よ うに,婦 人 の労 働 市 場へ の進 出 はむ しろ減 少傾 向を 示 し て い た

が,そ の 最 大 の 原 因 は,す で に別 稿 に お い て 指 摘 してお いた こ と であ る

(1)

が,既 婚婦 人の労働 市場 か らの退場 であ る。1911年 に既婚婦人の うち就業

す る者の割合は10.6%で,こ れにつ いての50年 前の正確 な数字は明 らかで
(2)

はないが,1841年 の約25%と い う推定 と比べてみて,こ れは大 幅な減少が

あ った とみ るこ とが で きる。 この減少は,19世 紀末に おけ る生活水準の向

上 を背景 として,中 産階 級の イデオ ロギ ーであ る"男 子は外,女 子は内"

とい う役割分担が,徐 々に労働者階級 に まで浸透 してきた結果であ る。女

性の本分は家庭 にあ る,特 に よき母親た ることに女性は全力を注がなけれ

ぽな らない,更 には 「文 明の発展 とい うのは,そ こに おけ る婦人の状態 に

よって測 ることが で きる。 婦人の雇用 労働 とい うのは,野 蛮で不完全な文
(3)

明のあか しであ る」 とい う考えが,中 産階級,労 働者階級 とを問わずに広

が り,加 えて大不況期 におけ る実 質賃金の上昇が,そ の実現を可能 とした

のであ る。

更 に この時代に は,別 の要因が,既 婚婦人の労働市場か らの退場を促進

していた。 当時,社 会問題 として論議 の的 とな った次 の よ うな3'つ の問題

があ った。 第一 が国民の体 位の低下についてであった。 これは特に ボーア

戦争の際 の軍隊志願者 の体位の低 さに よって1人 々の注 目を集めた もので

あ る。た とえば マ ンチ ェス ターでは,11,000人 の'志願者の うち,8,000人
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(4)

が不合格 とい う状態 であった。・第二が乳幼児の死亡率 の高さであ った。表

2に み る通 り、,死亡率 は50年 の間 に,他 の年令層 においてはか な りの低下

が あ った に もかかわ らず,4才 以下乳幼児 のそれ は,わ ずか な低下に と'ど

まった 。1897年 か ら1900年 にか けて,1才 以下乳児 の場合は,169と い う高
(5)・

さであ らた。 この よ うな乳 児の死亡 率の高 さも,出 生率 が高い限 りにおい

てはそれ程 問題 とはな らなか ったが,次 にみ るよ うに同時 に出生率は下が

っていた のであ る。 にわ∂・に国民 の再 生産 に対す る危惧が生 じて きた ので

あ るe,第 三Q問 題 が,こ の出生率 の低下に?いf,で あった。1871一二1β75年

の 出生 率 が,1,000人 当 り35.5人 で あ った の が,1896-1900年 に は29・3人

くの

にな ったのであ る。1870年 代には7か ら9人 の子供を持つ家庭 が最 も多か
(7)

ったのに対 し,1900年 代にはすでに2か ら4人 が平均的 とな ってい る。

時 あた か も帝 国主 義の時 代にあ って,か か る現象 はイギ リス帝国 の国力

の衰退を 招 くもの と してi人 々の憂慮 の的 とな った の で あ る。そ して,

これ ら諸問題すべ てに対 して責任 あ りとされ たのが,母 親であ った。母親

の無知,無 責任,家 庭への配慮の欠 如∫ これ らが民族全体の健 康を損 って

い るのだ とされた。では この よ うな母親を作 り出 したのは何なのか○それ

が 母親 の雇用労働 である とされ たのであ る6

表2各 年令別1,000人 当り死亡率

i=i「 ご ー…一㌫ 一L± ゴ1三
!0_4-・73.9154.ケ:63.8'i45.8■ホ 　 　 に
!トgi8・75:3・68、8・54:3・79

10-14'5.1.5:、2.14i5.322.24

115-19:6.98i'3.20i7.75;'3,02　 　 コ ほ コ

巳il,il'igii;iiili;liilii
L_.___」.__L_一__一_一 一一←.'__一 一L-一__一 ⊥_._一 一一一一.一..__ご

A.M.Carr・Saunders,D.JonesandC.A.Mose㌔,ASμrveyOfSocialCon.

1ditionsinEnglandandWα'θSづOxford
,1958,p.11.
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「工場制度は国の富にいかに多くを もた らそ うとも,人 々の家庭に対 し

ては最 も有害な影響をもた'らした。それは夫か ら妻を,子 供か ら母親を取

り上げた。特にそれは女性の性格を堕落させた。家事の遂行が彼女達の本

来の職務である。すなわち家庭の管理,子 供達 の 養育,家 庭財産 の,経済

的運営,家 族の欲求の充足など。 しか し工場は彼女達か らこれ らの義務の
(8)

すべてを奪 ったのであ る。」 これは1843年 にS.ス マイル ズが語 った言葉 で

あ るが,50年 を経 てなお一 層,当 時 の支配的見解 を表 わす もの とな ってい

た。 これ らの考 えに対 しては,母 親の雇用 よ りもむ しろ貧困にその原因は
(9)

あるとす る調査 もなされたが,そ れは,母 親の責任を問 う声に対 してはご

く少数にとどまっていた。既婚婦人 の 雇用禁止の法制化 を 要求す る動き
(10)

が,依 然 と して根強 く残 っていたの てい る。

この よ うな思考 は,政 府,労 働 組合,中 産階級 の フェ ミニス ト,そ の ど

れを とって も共通で あった。かか る一般的風潮 のなかで,第 一次大 戦は勃

発 した のである。

注(1)こ れについては拙稿 「19世紀末イギ リスにおける新中間層の出現と婦人労

働 」r明 治 大 学 短 期 大 学 紀 要 』 第24号.1978年,第2節 を 参 照 の こ と 。

(2)A.Oakley,Woman'sWork,NewYbrk,1974,P,43.

(3)"gueenBeesorWorkingBees?",SaturdayReview8,P,576,quoted

inJ.N.Burstyn,Victorian亙ducationandthe∫dealOfMTomanhood,

London,1980,P.58.

(4)C.Dyhouse,CirlsGrowingupinLateVictorianandEdWardian

England,London,1981,p.92.

(5)B.LHutchins,rVomeninModernIndustrytLondon,1915,p.257.

(6)C.Dyhouse,o♪.cit.,P.95,

(7)A.M.Carr・Saunders,P.C.JonesandC.A.Moses,op・cit.,P:23.

(8)C.Smiles,Character,1843,quotedinC.Dyhousesop.cit.,pp.79-

80.

(9)C.Collet,"TheCollectionandUtilizationofStatisticsbearingon

theEffectsoftheIndustrialEmploymentofWomen",∫ournatofthe

RoヅalSta'tisticalSociety,vo1.61,1898,p.230.

・ ま た1907年,内 務 省 に よ っ て 行 わ れ た 調 査 で,ロ ー:.一一 ト ソ ン は バ ー ミ ン ガ ム
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において,母 親の雇用 と乳幼児の死亡率は必ず しも相関関係を も っ て い な

・い ,む しろ最 も貧 しい地域では,こ の関係は逆 となること明 らかと した。す

なわち,母 親の雇用に よって可能 とな る高い栄 養が,い い結果を もた らす の

であ る。(C.Dyhouse,op.cit.,p.g7.)

(10)S.Meacham,ALil『eApαrt,London,1977,P.96.,

皿 戦争に よる婦人労働 者の増大

1914年8凡 イギ リスは宣戦を布 告 した。婦 人労働の増大 とい う観点 よ

りみれば,こ の第一 次大 戦は次 の3bの 時期 に分け ることがで きる。{1渤

発か ら1915年4月 頃 まで。 この時期 には,む しろ失業者 の増大が 目立 って

いた。(2)1915年4月 か ら1917年 末な い し1918年 初めにかけて。婦人労働者

の急激 な る増 加がみ られ た時期 であ る。{3似 後終 戦 まで。 この時期に な る

と:増 加率がす でに頭打 ちの状態 を示す よ うにな る。 以下順次,こ の時期

区分に従 らて婦人労働者 増大 の推移をみ てい きた い。

(1)1914年8月 ～1915年4月

戦争の最初 の影響 として表 われた のが,失 業 者の増大 であ った。 特に打

撃 の大 きか った のが,乎 和時 に婦人を 多 く雇 っていた産 業であ る。綿業,

衣料,奢 移品な どの産業 であ り,,戦 争に よる海外か らの注文の途絶,国 内

消費の減 退な どが その原 因であ った。特 に綿 業に とっでは ドイ ツ市場を失

った ことが大 ぎ く,10月 には,バp-一一ン リーにおけ る織機 め半 分以上,プ レ

ス トンにおけ るそれ の3分 の1以 上が,操 業 を停止 してい るとい う状態 で

(D

あ った。1914年9月 には,全 婦人労 働者の44.4%,約1,100,000人 が失業

又 は短時 間雇 用め状態 に あ った といわれてい る。男子に あ っては,こ れは

27.4%で あ ったか ら,そ の打撃は婦人 には るかに厳 しい ものであ った とい
(2)

える。 したが つて政府 の対 策 も,も つば ら失業対策に終始 していた のであ

る・ 、

だがユ914年 の冬以来,次 第 に ウ7ル ・レザ ー ・ブ← ツ ・メ リアスな どの

軍隊 での必需 品需要 の増大 に伴 って,失 業者 は徐 々に吸収 されは じめてい

った。 ウール産業 の場 合,同 盟 国におけ る産 業 め中心地 の多 くカミ占領 され



65

たために,軍 服 の注文 が リーズに殺倒 し,こ れに対処す るには工場法 の適

用を一時停 止 しなけ ればな らないほ どであ った。 だが この時点で の婦人労

働老 の増大 は,あ くまで も伝統的 な婦 人産業 の分野 におい てであった。男

性 の職場に入 り込む とい う事態 は まだなか った のである。

(2)1915年4月 ～1917年 末一1918年 初'

婦人 の増夫,し が もか ってほ 男性 の職業 とされ ていた分野への婦人 の増

大が生 じセきたのが,こ の時期 であ る。 その契機 とな'ったのは,第 一に軍

需産業 の拡大,そ して第二 に1916年1月 か らの徴兵制の導入であ った。

平時 におい てイギ リスには4つ の政府 軍需工場 があ りls緊 急時 のための

予備 の機 械 も装備 され ていたが～そ こに雇われ る労働者 の数は少な く,予
(3)

想 され る軍需品需要 の半分 もカパ ーできる ものではなか った。特 に砲弾の

不足 ははなはだ しく,政 府は民間会社に援 助金を与え ることに よって,生

産の増強をはか るこ とに した。 その結果1915年 春 に,.陸 軍 省のオー ダーは

2500も の企 業に及ぶ ことにな った。 だがその契約 も完全に履行 され る見通

しはな く,4分 の1ほ どの達成がせいぜいの ところであった。その原因は

労働 力の不足 であ る。携帯兵器工場 における労働考 の16%,化 学 ・爆発物

工場 のそれの23%が 兵役に入 ってお り,政 府は戦時産業に携 っていない熟

練 労働者を軍需産業へ回す ことを要 請す るも,結 果ははかばか し くなか っ

た。1815年3月 の生産セ ンサスに よれぽ,夜 間 シ フ トに使われ てい る機械

は全体の5分 の1の みであ り,そ の他の機械のほ とん どは,8時 間操業 し
1(4)t

てい るのみ とい う状態 であ った。

この よ うな労働力不 足に更に拍車 をかけたのが,徴 兵制であ った。当初

は,老 令者 をは じめ と して既 婚者,軍 需産業の熟練労働者に対 してほ徴兵

免除が行 われ ていた が,戦 線 の拡大に よってそれ も次第に廃止 され,徴 兵

の際 には,国 内の生産 活動へ の配慮は,ほ とん どな されない も同然 であ っ

た。一方 におけ る兵士 の需要 と一方に おけ る労 働者 の需要,こ れ を解決す

るた めに導入 された のが婦人 に よる ダイ リュー シ ョンであ る。

1915年 夏には まず軍需産業 におい て,つ いで他産業におけ るダイ リa一
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シ ョンが広 く行われ るよ うにな ってい った。各 雇用分野 におけ る婦 人の増

大,お よび代替 の程度 は表3・4に 示す通 りであ るが,こ れ に よれ ば,増

表3婦 人 労 働 者 の 増 加

単位:1,㎜ 人
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業
送
庁
…

計

業

府

行

テ

亨

産

政

商

専

銀

.ホ

農

輸

官

地

}

・75:36・1

25鴛

166
1240,

13114

23i32i

12'20;

14:201

23
、351

3gi58:

21i30
M　5"

S3188gi

393423'
ll

117i147i

268274i I

15、18

37143
{

1610

0.514

4・i5・;

67176i
3444i

l

　

988.51,072`1
{

1

4531

1981

307・

21i

501

131

…:

62:

8gi

47;

li

518・23.7;

{!202i9

,596.7,1

笥54i
;1

;目

・gi

69・41

,19:ll
1251

2sL7

422・Ol

15αOl

24.7

・・24・}1,3824…1

LO.Andrews,op.cit.,AppendixD.

表4男 子 に 代 替 した 婦 人 労 働 者 の 数

単 位:1,000人

　 　 1-i-i-i・9・7・ ・州 一 ・灘i

14

17

64

15

37

30

20

41

64

31

33

3

1

2

9

E玩

ー

一
d

鴛

㌘

曇

‡

2

惚

卿
一
A

璽

㌃

飢
2・
Z

・・
旭
…

嘘迦

働

業

業

職

融

場

業

送

庁

体

㎝

労
事

門
晶

晒

計

舳

業

府

行

テ

竺

o

産

政

商

専

銀
、
ホ

農

輸

官

地

・

r

3761
1

139

2781

17-

42

31・

23!

52・

73'

40i

4381

1871

308i
201

48

35'1

321

64:

83'

4ゴ

146421
.21

1911g,120.oi
lt

3281

21;

531
　

38i

43

74

991
　

431

66・Ol

3L21
555.6;

21.4{1

53.4,

437.8

152.3i

21.7i

-一 一i

4L1!
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加分の98%は ダイ リュー シ ョンに よるものである。なか で も軍需産業,と

りわけ機械工業 にお いてそれは顕著 であ った。た と え ぽ 政府工場 であ る

WoolwickArsenalで は,1914年 には125人 の婦人を雇 っていたのにす ぎ
(5)

な いが,1917年 には2500人 とな ってい る。「戦争中軍需産 業におい て 婦人
(6)

は700%増 加 し,全 労働の80%を 彼女達が行 ってい る⊥ とい うまでにな っ

た のである。

この よ うな婦 人の男子雇用分野 への進 出に伴い,今 度は伝統的な婦人産

業 におけ る労働力不 足が生 じて きた。ユ916年10月 に,繊 維産 業の40%,衣

料産業 の21%,紙 ・印刷業 の19%の 企業が労働力不足に悩む とい う状態 に
(7)

あ り,ま た家事奉 公人は約10万 人の減少をみていた。1917年 ともな ると,

ロン ドンの婦 人服製造業 では徒 弟をみつけ るのが困難 とな り,か っては最

も労働条件 の悪 い産 業 と して名高か った この産業 も,は じめて労働条 件の

改善へ と乗 り出さざ るを えない状況に追 い込 まれた のである。

この よ うな ダイ リュー シ ョンに対 して,組 合は当然反対 の 態度 を 示 し

ていた。 したが って ダイ リュー シ ョンの推移は,政 府 が組合を 自己 の統制

下 に従属 させてい く過程で もあ ったのである。基本的には この時期におい

て,組 合は階級闘 争を放棄 していた とい って よい。 国が他 国 と戦 ってい る

時 に,国 内において も闘争 があ ってはな らない として,ま ず8月 に政治的

停戦一 下院に生 じた空席は選挙に よることな く以前その議 席を占め てい

た政党に よって埋 め るとい う協定一 が,次 いで産業的停戦 がな されたの

であ る。 まず1915年3月 に次 の よ うな条項 を もつ砲弾 ・信管協定(SheUs

andFuseAgreement)が 調印 された。

(1)工 具 とゲイジの製作に携わ る人間は熟練労働者でなければな らな い。

これ は機械 の組 立に携わ る者 につ いて も同様であ る。

② この ような工程に は,彼 らが必要な資格を もち,か つ当該地域の標準

賃率を支払われ る とい うことを条 件とす るな らば,機 械工業 の他の分野

か ら充 当す るこ ともできる。

(3ド 他の熟練職種 がみっか らない限 り,熟 練労働者を不熟練労働者に よっ
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'て 代替 してはならない
。

{倒 ・熟練労働者によ つて行われ てはい るが,半 熟練労働者や婦人 で も可能

な作業は,戦 争中は彼 らに よつて行わせ るべ きであるポ その際 の賃金は

標準賃金 とすべ きであるρ.・

(5}、戦 後は戦前 の状態に戻 さなければ な らない。

(6}こ の提案は,半 熟練労働者 ・婦人 に よるいか な る永続 的な代替を もた

らす ものて あ ってはな らな し)6:

{7}雇 用主 は,'戦 時協定を後 に利用す るこ とがあbて はな、らない6
(8)

⑧:t.解 雇を行 う吉 きは,1半 熟 練労働者 ・婦人 か ら行5べ きであ る。

,この協定 は,…,不熟練労働者の熟 練職種への綬 入に対 して 詳細な規制を設

け,瓜 って婦人の侵入を 防ぐこ とを 目的 としなが らも)㈲ の規定にみ られ

る 舞 うに→ 部の婦人の雇 用を認め ることセ㍉よって,そ の後の大量¢)婦人の

進 出に道 を開く結果 とな つた もので ある。続 く3月 には,そ の規定を全軍

需 産業へ 乞拡 げ るために,.大 蔵 省協定t・(theTreasurylAgreeme4t)一 が政

府t)組 合 との聞で調印 された6,こ こでは,ス トライキ権の放棄を主内容 し
(9)

で,ダ1イ リぽ プシ ョンの容認,職 務 賃金 の確 立など の規定が設定 された。1

ダイ リュ㌣ ヅヨ:曙の 当面の 旧 標 であ る機械 工業 においては,ASEが 最初

は調印を拒否 した ものの,'後,・ い くつか の追 加条項を も⇔ て調 印]した。、ご

こに ダイ リ⇒r一シ ョシの道 が完全に開かれ る こ1とにな った のであ る。

1さ らに戦争の長期化に伴 って,6月 には軍需 省が設置 され,初 代の軍需

武 臣aeladド(ジ ≒「ジが就 任 した6そ のも とで最初 の軍需 品法(TheMu・

nitionsofWarAct)が6月23日 に上 程 され たが,こ れに よ・っ1で3,月 の協

定に,',法的強制力 が与 丸1られ ることになった。更に1916年1月 の改 ¢に1よ

ってその適用範 囲が拡 げ られ,1:そ の結果,何 らか の形で戦争碍閑連す るす

べ ての分野にジ・1ダイ リ,aTシ;目 ンが及ぶ ζ とに な った のであ る。

・・(こ⑳ まうに ジ政府 は着 々とダ イ リざ≒」'ションを押 し進めてい った6ダ イ

リュー シ ョソの過程 とは,「 政府提 唱の,軍 旗 の 下への国民運動に,{労 働
(lo)

組合 もま梶 参加班 してい ぐ過程で もあ'δた の であ る6そ の結果 が;d40万
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人に も及 ぶ婦人労働者 の増 加であ った。

(3)1917年 末一1918年 初～終戦

戦争中盤期 におけ る婦 人労働 者の急激な増大…も,r.1917年 の本に瞬鈍1りだ

して くる。IQ14年7月 ヵ、・ら1917缶4月 までには124万i人g婦 人労働者g)増

大 をみた のに対 し,そ の後1田8年4月 ま,での増力日は,β0万 人に とどまった
(11)

のである。この原因をカーカ!レデ ィー一は次 の5つ に求φている。(1}労働力

として適合的な婦人の供給が減少 し#こ と ・(2)帰還兵が産業に復帰渠 てき

たこと(3)軍 需省1～よつて婦人の賃傘カミ高額に定められたこと∴、{4}婦ノ氾

可能な職業が飽和状態になった こと ⑤婦人を雇 うある種の産業が操業を
ロの

停止 した こと,噸 の5つ であ る。

更に1918年3月 の ジ連q)停 戦は,軍 需需 要の減少 とい う事態を招 き・,、6,
くゆ

月 までに は5万 人 の婦 人 が解 雇 され るに 至 つた 。1す でに 終 戦 以 前 に,失 業

者 が で は じめ て い た の で あ る。:迂れ は 戦 後 に 問 題 とな る婦 人 の 失業 問 題 の

先 触 れ で もあ った。

注(1),・B.・L.Hytchip.s,op.qit.,p、24Q、

(2)1.0.An己rews,op.cit.,P.23.

(3)こop不 足 蘭 政 的 理 由 に よ る も の で あ?た ・(LW・ ・dw・ ・』・.G・ ・a・B)i-

Z翻 ・磁 伽 塀 。,渉1914_1918,itttnd・ ・.ヱ%7,ぴ4621)'

'(4)こ れ に
つ い て はIbid♂,tPP.462-4を 参 照 の こ と。1

(5)1・O・ 細d・ew…P・cit・IP・38・

(6)Ibid.,p.38.

(7)∬bid.,P,37.

(S)iG.'D.ti,Cole,TradeUnio'nisnt'dndMunitions,iOxfo'td,…19,23fquoted

inG・Brayl～ ρn・op・ 、.cit.;・:・P・52・

(9)前 川 嘉 一rイ ギ リ.ス労 働 組 合 蟻 の 発 展 』1965年 ・2噸 ・

(10)同 」漬 ・210頁 。
`

(ii);(}ご 〕1ハraybもni,:op:cit.,`P.47.・/

(12)A.W,Kirkaldy,1'litdecstryandiFinance,ILdndon,.1921,寸oLIIsec・

,t迦It,

旬 、N・C,.S・輌 獅 ρぽ β輌 τ解 ・U・i・ns・874-19761
ど トロ

Dublin,1978,p.99.
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1Vダ イ リ ュ ー シ ョ ンの 問 題 点

1918年4月 までピぱ,以 上の ような ダイ`リ:ユー ジ;ツ 許画め 竃 とで,150

方 入に も友ぶ婦入労働者が新 たに雇用労働ぺ ど進 出 じでい 勾だ。だ がそ こ

には,幾 つかゐ明ちかに じなければな らない問 題が残 つてい る∴ これ らダ

イ リ己 辿シ 旨ソに加お つた婦 人}ま,':どこか ら供 給 されたのであ ろ うか。 ま

た具体的には どの程 度 の代替 がな されたのか。 それに対す る組合,雇 用主

の態度}まどの ような もので あつたのか♂ これ らが次の課題 とな る。

(1}そ の供給源 、

既述の よ うに,ダ イ リューシ ョンに加わ6た 婦人は{150万 人余 とい う大

量 の数に のぼ ったが,「彼女達は一 体 どこか ら調達 されためで あろうか∵

'す でにみだ ま うに
,軍 需産 業におけ る婦人の増加に伴 らて,・一 方 では い

わゆる婦人産業,す なお ち家事奉公や繊維産 業 において,1労 働力不足 め声

が聞かれ るよ うにな っていた。つ ま り,賃 金 の低 い,労 働条件 の悪 い婦人

産業か ら,比 較的条件の よい軍需産業への移動があ っだ どヅ まずみ るべ き

であろう・晩 ・∵ 瞥 ト』は44綱 撫 嶽 蝋 嚇 埠

その70%は 戦時中に職業を移動 し(い ると結論 レている。、23%は ある種の

工場労働か ら別の工場労働への移動であ り,・16%は家事奉公人か ら,"i7%

は非工場労働か らの移動である。新卒者や結婚後退職 していた者を も含め
(1)

て新 たに労働者 とな った者は22%の みである。

表 、5は191β年9月 までの&ケ 月間 にわ た つて,6つ の職業紹介所 を通 し

て化学工 業 と金属工 業へ と入職 してい づた婦 人労働者 の前歴 であ るδ ここ

か らも,約8割 ぽ職業間ゐ移動淫ま;}と もた らきれたごとが 明 らが 」6.ith

る。 この中には,か っては統計か らはもれ 事いた家内エ業労働者や臨時雇

用労 働者 が,'正 規 の労働者 と して出現 して きた場合 も含 まれ るであろ う。

したが って,ダ イ リュー シ ョンを担 った主力の労働者は,こ 剥 ら職 業移動

1とよらて経 らき厩 の舗 っむ 融 あ蝋 あ紬 註 靭 曾で麟 い

とい うこ とが,ま ず い え る。
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・表5.、 ダ イ リュ"一シ ョ ン の 供 給 源

,前 、・ 歴1イ ヒ学工業 『∋ 金属工業=
'

前 職 ナ シ

:家 事 奉 公:口

衣 料1,
メ シ ベ

金 属

iイヒ 学 、,

繊 維

事務 ・公務員

店員 ・ウ ェイ トレス
)・

紙 ・印 刷

,皮 革

食 品 ・タ バ コ

器

職

ム

材

業

他

門

の

陶

専

ゴ
・太
・
農

そ

22.5

.120.S

i28

,戊2,3

7.8

15
.1

13
.4

'2

.8

2.1

i1.9

'11
.8

'!

、5

,1・5

,1・2

0.9

:・1,0.5

1.4

u総 人 、 数1'・ ・,・・5

W.A.Kirkaldy,op.cit.,lp.65.・.
、

パ 弓

,イ ∫ 日

21、5

62⑨, .

5.2

28.1

8.1 、

II4

.'9

5.o・

1.9

1.8

0.9

i:6;'・i

-一
1,

2.1

ゴll4
.1バ

・':`1

0.7

0.1'

超L

4,667:1
～ ぼ ⊥_～ 」

1
,

%

一

純粋の新 規労働者は残 りの20%余 り1であ った。 しか しなが ら,当 時は未

婚 婦人の雇用はすでに飽和状態に あ った 。 とす ると,こ れ ら新規労働者の

主 力をな しだめは,既 婚婦人 よ り他はない。表6は,グ ラス ゴ■・一一・にあ る3
ヒ 　 ミ ミ エ ト ロ

つの砲弾工場 で機械 を操業 してい る370人 についての調査 を まとめた もの

で ある。 ここで も,約8割 が職業間 の移動に よるものであるご とがわか る

が,更 に婚姻状況が 明 らかに されてい る点が興味深 い。 それKよ るとf±職

業を移動 した者に脅 い頂は圧倒的 に未婚者が多k・のに対 し,.'以前は職業 に

は ついていなか ったものに あ っては,'既 婚婦人 が過半数を占めているので

あ るウば め時期,働 く煽 人 の40%を 既婚婦人が占めていたといわれ る。 リ

〔ズの:4つ の主要機械工場におい て～、1911年にほ15%の みが既婚婦人 であ
(1(2)

ったのに対L,1そ れは44%に まで上昇 しでいた司既婚婦入 の大幅な増大・と
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表6

㌧ ‡1}・

前
1'

ダイ リュLシ ョンの供給源およびその婚姻状況

歴

前 職 チ シ

家事奉 公

く ぐ

衣釈 繊維

店 員 ・t・ウ ェ イ ト レ ス1

い
エ 　

金 ・パ 属

ピ く ち

他の工場労働者
、,1

軍需労働
E.イ1

洗 濯

農熱 漁業
い

チ ョ ロ レ ー ト 、

づ ロロ

紙 ・印刷 ・製本
ベ イ　ロ　

事務 ・専門職

包 装

交 通
'}b'tぽ

造 い 船
ぺ 川 石 油 検 査`

び ん 詰 め

そ の 、・餌

く 　じ

婚姻状況

⑮

41

Ω

7

50

3

41

6

26

4

13

4

11

4

9

9

5

2

6

1

6

6

2

1

・3

3

3
、
13

ユ

婚
婚

婚
婚

婚
婚

婚
婚

婚
婚

婚
婚

婚
婚

婚

婚

婚
婚

婚
婚

婚

婚

婚
婚
婚

婚

婚

婚
婚

未
既
v未
既

未
既

未
既

未
既

未
既

未
既

未

未

未
既

未
既
い宋

未

未
既

未

未

未

未
既

数

80へ

59

53

471 .

30

17

15

0
ψ

8

7
・

7

6'

い6い:

3

3

、8

プβ

μ.

全雇用者に

卓晒 割合
s21 .6i

15jg

14.3

7

・

1

9
孕

..
1
8

,

-

i

4is

41

2.4

2.1

1β
、1

1.8

6

パ6

8

1

伍

0

、
力t

0.8'

ol:8'

0・8

3.7

,'・・1.、W.AKirkaldy,op.¢ 砺 連.6㍗ 、',,t;1・

い う 事 実 を 指 摘 す る こ ど が で き る の で あ る 。"・ パ ・

い

志 れ ら既婚婦人を,雇 用労働へど駆 り出iじだ理由は何であろ うか6`自 治

体においてはい兵役に入った妻達を優先的に雇 うといった優遇措置をとっ

ていたこともあるが,・何 といら定も最大の理由は,、戦 争に{よる物価高であ

ったd≒表才にみる通V;.1戦 争 の 勃発以来食料品価格 は月 ごとに上昇し
t-・(3)

1917年 半ば には戦前め2倍,:s終 戦時には2.2倍 に…もな らていた のであ る。一
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"
一方賃金ぱ といえ ば〉 軍 需法た よづセ統 制企業におい オ はパ軍需大 臣

の同意 があ らてぱ じあて賃 金を変更す るヒとが できる と定 あ られ ていた。

これほ,労 働力不足に伴 う賛金 め上昇を防 ぐことを 目的 とす る竃 の で あ

る。}また向法ldお いて定 め られ ていた離職証 明書 制度/eaving・c6iltifi6ate

では,軍 需産業に関連す る労働者は,前 雇用主が発行 す る離職証明妻がな

けれは*',6週 間は次 の職業につ くこ とはで きない と定 めてい昆)こ れも,

労働 力不足 を利用 しで労働者が高賃金を求めて転職す るのを防 こ う,とす る

ものであ り,、これ らの方策に よって;、労働者の賃金は低いま まに据 え置か

れていた。戦争 も後半 ともな ると,'戦 時ボ ーナスが支払 われ るよ うにな る

が,、それ も物価上昇 を カバーで きる ものでは到底なか った。㌧この よ うな一

方におけ る物価上昇 と÷方に おけ る労働力 の不 足い これ が多 くの既婚婦人

を労働者 と して引 き出 したの である。逆 にいえばいかか る物価の高騰 も,

家族におけ る雇用労働者 の増 加に よってカバ ーされ,労 働者 の家庭 におい
(5)

ては それ程 の生活 の困窮 はお こらなか ったの であ る。

以上の ごとはお新 たに雇用労働 に加わ りた多 くが,か づては働いた こと

のない中流階級 の女性 では決iしてないことを示 している。・軍需工場 の9%
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(6)

程度が教育を受け た婦 人であ るといわれ ているが,中 流階級 の婦人の割合

は 吟多 くて もそれ位 の ものであろ う。愛 国心か ら中流階級 の婦人 が続 々と

工場 へ と向い,労 働者階級 の娘 と心 を一 つに して機械 と取組み,そ こには

階級 は もは や全 くない と い う ロマ ンチ ックな イメージが作 り上 げ られた

が,こ れ はあ くまで も幻想 で しかない。 事務職 員,従 軍看護婦,果 実の収

穫 の よ うな一時的 農業労働 とい った職業には,中 流階級 の婦人 の進 出 もみ
(7)

られたが,そ の数 も決 して多 くはなか った。階級差は厳 として存在 してい

たの であ る。

とす ると,こ の時期 に増加 した婦人労働者 の多 くは,純 粋 な新規 労働者

ではない とい うことに な る。結婚を機に就業 の道 を閉 され て引退 してい っ

た者,不 規則労働者 や家 内工業労働者,労 働条件 の悪 い婦人産業,こ れ ら

か らの転身に よって,軍 需労働者 の需要 の多 くは まか なわれたので あ る。

この ことは,戦 後の これ ら婦人労働者 に対す る処理を,あ る程度 は簡単な

ものにす る一因 ともな った。新規労働者 の多 くが既婚婦人 と も な れ ば,

"女 性は家庭に"と い うス ローガ ンが力強 い効果 を もつか らであ る
。事実,

戦後1921年 セ ンサスにおい て,既 婚婦人中 の就業者の割合はむ しろ減少 し

ていた ことは,す でに指摘 した通 りである。

(2)ダ イ リュー シ ョンの形態

一 口に ダイ リュー シ ョンとい って もそ の形態には様 々あ るが
,一 般 には

次の4つ に分類す ることがで きる。(1)完全な代替。1人 の女 性が完全に1

人 の男性のすべ ての仕事を行 う場合 である。②間接的 な代替。 まず女性が

不熟練又は半熟練 の職種に代替 し,そ の代替 された労働者が よ り困難 な仕

事を遂行す る。{3)集 団的代 替。幾人か の女性が,よ り少数の男性に代替す

る場合である。(4肢 術的革新を伴 う代替。分業や機械 の導入を伴 った上で
(8)

の代替 であ る。

アン ドリュー一ス1:よ れ ば,{1}の 完全な る代替はそれ程多 くはない。 郵便

配 達や電車 の車掌 ・運転 手の よ うに人 目につ きやすい職種 においてお こっ

たた めに,し ば しば過大 に見積 も られ る傾向にあ る。 戦争の前半3年 ほ ど
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においては,こ れが行われた場合で も多 くは不熟練職種におい て で あ っ

て,熟 練労働 に対す る完全 な代替は,戦 争の末期 におい てわずかにみ られ

るのみで あ る。② の間接的 な代替は,特 に 金属 工業 において顕著 で あ っ

た。不熟 練職種 の男性 が熟 練職種 へ と昇格 し,そ のあ とを女性が占めたの

であ る。{3)の集 団的代替 は,特1に 販売職種において と られた方策 で あ る

が,こ れ は一・時的措 置であ る場 合が多か った。2,3ケ 月の間 これ に よって

経験をつ み,そ の上 で完全な ダイ リューシ ョソが行われ る。一 番多 か った

のが,④ の技術革新 を伴 った代替 であ る。軍需工業 の場合がそ うであ り,
(9)

ここでは婦人 の導入には,必 ず何 らかの工程 の変革が伴 っていた。その結
(10)

果,機 械工業 では この時 期に産業革命が おこった とさえいわれ たのである。

だが これ は,同 時 に問題の多い方法 で もあ った。 とい うのは,後 にみ る よ

うに,ダ イ リュー シ ョンに対す る組 合の反対 の最大の理由は,そ れが賃金

の切 り下 げ と戦後の男子労働者の放逐を もた らす恐れがある とい うことで

あ り,そ れ に対す る安 全装置を男女 同一賃金 と、・代替 された 男子の戦後に

おけ る優 先的雇用の中に求めていた。 ところがその どち らに して も,(4)の

よ うな ダイ リュー シ ョンの場合には,不 明確 な もの とな らざ るをえないの

である。機械 化に よって簡単にな った職 種に対 しては,資 本家 は当然 よ り

低 い賃金 しか払わない し,戦 後その ような単純労働 に,代 替 され た熟練労働

者 を雇 うこと も問題であ る。その意味で,こ のよ うな ダイ リューシ ョンに

対 しては,組 合 の対策 は,安 全装 置 とはな りえなか った といえ るのであ る。

以上の ように,完 全 な ダイ リューシ ョンとい うのは,ご く一 部で しかな

か った。 とい うことは,た とえ組合の主張 した 男女同一賃 金が守 られた と

して も,そ の 適用範 囲はわずか でLか ない とい うことであ り,多 く の 場

合,婦 人は従 来通 りの低賃金労働者に とどまって いた とい うこ とを意味 す

る ものである。t

また,完 全な ダイ.リューシ ョンが少なか った とい うことは,同 時に この

ダイ リュー一シ ョンの成果 の評価 を も困難 な もの と し て い る6確 かに戦争

中φ婦 人の雇 用に よって生産性が急上 昇 した ところが多か った。た とえば
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グラス ゴーの機械 工場 において,銅 環 の切断をか っては熟練 労働者が1日

に平均75行 ⇔ていたの対 し,そ の娘が代替 した結果,1日 に137が 可能 とな

(ll)

った。 この場合は,組 合 の生産 制限が停止 されたためだ と考 え られ るので

あ るが,そ の他に も機械や分業 の導入が,そ の生産性 の向上に大 いにあずか

っていた。 カー カルデ ィーに よれば,一 般的には,重 労働,熟 練労働,長 時

間労働の場合には,ダ イ リュー シ ョンに よってその生産性 は下が り,労 働

組 合規制の行われ ていた ところ,反 復 作業,器 用 さの要 求 され るところで

は,そ 櫨 上昇し£i)ダ イ リ。一シ。ンに わ て 騨 純労働 手先の器用

さとい った婦人労働者 の特性を打 ち破 るまでにはいかなか ったのであ る。

この よ うにしてみ ると;第 一 次大戦中の ダイ リュー シ ョンとい うのは,

決 して熟練労働を婦人が完全に肩代 りした とい うものではなか った。婦 人

労働 者の増加 の数字 が示す程には,劇 的 な ものではなか ったのであ る。

㈲ 組合 ・雇用主 の対応

組合は当然 の ことと して,ダ イ リユーシ ョソに対 しては基本的には反対

であ った。既述 の よ うに ダイ リュー シ ョンに伴 う賃金引下げと,戦 後の婦

人に よる男子の駆 逐を恐れたか ちである。 したが って ダィ リ三一シ ョンに

組 合が同意す る際 には,男 女 同一 賃金の遵守 と,戦 後にはすべてを戦前の

状 態の状態 に戻 す ことを条 件 と していたので ある。

だが賃金につ いては問題 は多か った。そ もそ も戦前におい て,男 女が同

一 の仕 事を行 うとい う場合は非常 に少な く,わ ずかに織 布工程がその例 と

してあげ られ る ぐらいであ る。 そ こでは同一賃金が 支払われて いたが,そ

れ は女 子に とっては高賃金であ つて も,男 子に とっては低賃金 と して分類

され なけれぽ な らない額 であ った。 したが つて基本的には,男 子労働 者は

男女 同一 賃金 とい う原 則を,戦 前には認めていなか った といえ る。'まず女

性は その能力を もっていない とい うこと,そ して女性は一 般的 に扶養家 族

を もっていないので必 要 も少ない とい うのがその理 由であ った。

だが ダイ リュー シ ョンに よって事情は変 つて くる。 自身 の賃金引下げに

対す る安全装 置 と して,こ の原則を主張せ ざ るを えな くな ったのであ る。
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もともと婦人の組合運動家達は,強 く男女同一賃金を主張 していた。 この

両者の圧力に よって,政 府 も対応 をせ まられ,1915年10月 軍需省はL2と

よばれ る回状 を まわ した。 これ には,男 性 と同 じ熟練職種を行 ってい る婦

人に は,男 性 と同 じ賃 金を支払 うべ きこと,熟 練職種 以外 の男性 の職業に

携 ってい る場 合には週 £1の 保障時 間給 と,男 子 と同 じ出来 高賃金を支払
(13)

うべ きことが規定 され ていた。 これは当初は勧 告にす ぎず,し か も適用は

統制企業 においてのみであって,民 間の軍需工場 はその対象外 であった。

加えて既 述の通 り,熟 練 職種の完全な ダイ リュー シ ョンが行われ るのは ご

く少数で しかなか った。多 くの場 合婦人は,熟 練職種の ご く一 部 しか行 っ

ていない と して,男 性 と同 じ賃率が支払われ ることは まず なか った ので あ

る。 また女性は時間給 で支払われ ることが 多 く,そ の際L2に 定 め られ て

いた週 £1は,最 低賃金 とい う.よりはむ しろ標 準賃金 と して意識 され てい

た。 その結果,男 性 が平均50か ら55s.を 得てい る時 に,週 £1を 得てい る
(14)

女性は ほんのわずか で しかない とい う状態であ った のであ る。

だが このL2に 法的強 制力が加 え られ,か つ政府 の数次にわた るオー ダ
(15)

一が 出され るに及んで,機 械工業 におけ る婦人の賃金は徐 々に上昇 してい

った。1916年 か ら17年 にかけては,婦 人の組 合運動家達 も,そ の賃金の高
(16)

さを認め るに至 ってい る。 しか しその結 果は,政 府統制下の軍需産業 と労

働組 合の強い産業におい ては,婦 人の賃金が上昇 したに もかかわ らず,そ の

他の産業,つ ま り伝統的 な婦人産業 においては,何 らの改善 も行われず とい

う二重構造 の出現 であ った。かつ ては男子 と女子 との間にあ った格差が,

今度は婦人労働者 の内部 で も作 られ るとい う結果を生 んだ のであ る。 した

が って このこ とは,婦 人 労働 者全体 の賃金の向 ヒを もた らす ものではなか

った。 男子労働 者 と競合 す る分野 においてのみの向上だ ったのであ る。

この よ うに男子労働組 合は,婦 人の増大 とい う事態に対 して,自 身へ の

安全装 置を設 け ることに よ.って対 処 し,組 合へ女性 も迎え る'とい う方法 は

とらなか った。 ダィ リュー シ ョンの最 も顕著だ った機械工業の場合ピASE

は1912年 以来 男子不熟練 労働者 を組合 員と して認めていた ものの,女 性に
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つ いてはあ くまで も拒否 していた。1915年 に女性を認め よとの動議が 出さ

(17)

れた が,そ れ も否 決 され たのであ る。一般 に古い伝統 のあ る組合では,そ

の婦 人に対す る態 度は厳 し く,新 しくよ りラデ ィカルな組 合では婦人を受

入れ る傾 向hgあ った。だが多 くの場合,婦 人 は 婦 人だ けの 組 合NFWW

(NationalFederationofWomenWorkers)や あ るいはWU(Workers'

Union)NUGW(NationalUnlonofGeneralWorkers)な どの一般組

合に組織 され るに とどまっていた』 これ らの組合の,婦 人 の組織 化への努

力 は大 き く,1918年 にはWUに80,㎜ 人,NFWに76,000人,NUGW

に60,000人 が組織 され ていたが,な お軍需産 業婦人労働者 の うち,3分 の
(18)

2は 未組 織の ままであった。

この よ うに,男 子組合が婦人 の ダイ リュー シ ョンを認 めたのぽ,あ くま

で も戦時非常事態 におけ る譲歩 としてであ った。婦人を積極的 に受 け入れ

てい こ うとい う態度は全 くない。

一方雇用主の側で も,婦 人の雇 用に対す る躊躇 は大 きか った。 ジャーナ

リズムが連 日,す でに ダイ'リュー シ ョンを行 ってい る工場 の写真や,そ の
(19)

成 果を掲 載 して婦人 の雇用をあ お った の も,裏 返 してみれば,雇 用主の躊

躇 の大 きさを示す ものである;「 産 業におけ る婦人について の 復興省委 員

会」 において,雇 用主は婦人労働者に対す る不満を次 々に述べ てい る。 曰

く,そ の能力は男性 の3分 の1程 度 しかな い(軍 需工業),時 間 の 厳守 に

お いて男性に劣 る(化 学工業),イ ニシ ァテイブに欠け る(化 学工 業),監
(20)

督 能力カミない,生 産量が劣 る(窯 業)等 々で ある。 これがすべ て低賃金 の

理 由 とな った。 雇用主に とって婦人労働 者 とは,ま ず低賃金労 働 者 で あ

り,そ してか つては組合の反対に よってはば まれ ていた機械化 ・分業化に

伴 う反復作業の労働者 としての意味を もつ ものでしかなか った。それ以上

に婦 人を積極的 に訓練 して育 て よ うとの意図 は,彼 らには ない。政府が,

1917年3月 以後は,12%か ら4脆 インチ の砲弾 につ いての契約 は,・雇 用者

の80%以 上 が婦 人で ある ところの工場 とな されなけれぽ な らない と定 めた
(21)

のも,か かる雇用主の消極的な態度を物語るものであるピ
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組 合に しろ雇用主に しろ,婦 人労働者に対す るその態 度には,何 らの変

革 もなか った といわなけれぽ な らないのであ る。

注(1)LabourGazette,December1917,quotedG,Braybon,op.cit.;p.48.

(2)W.A.Kirkaldy,op.cit.,.vol.II,section1..

(3)・ こ の よ う な 値 上 が り は 食 料 品 に 限 ら ず,衣 料,光 熱 費,組 合 費 等 々 に お い

て も 同 様 で あ っ た が,そ の 詳 細 に つ い て は,C.S.Pee1,0p.cit.,PP.198-

202を 参 照 の こ と 。

(4)こ の 制 度 に 対 す る 労 働 者 の 不 満 は 強 く,1917年10月 に は,組 合 の 圧 力 に よ

っ て 廃 止 さ れ た 。

(5)む し ろ 労 働 者 階 級 に お い て は,賃 金 労 働 者 の 数 が 多 く な っ た 分,生 活 は 豊

か に な っ た と も い わ れ て い る 。(C.S.Pee1,0♪.cit.,p.76.)

(6)1.0.Andrews,op.cit.,P.70.

(7)1bid,P.70.

(8)1bid・,PP・108-9;G・Braybon・op・cit・ ・P・61・

(g)1.0.Andrews,op.cit.,p.109.

(10)1bid.,p.3.

(11)W.A.Kirkaldy,op.cit.,voLI,P.41.

(12)Ibid.,voLII,P.13.

(13)N.C.Soldon,op.cit.,p.86;1.O.Andrews,op.cit.,p.90;G.Bray-

bon, ,op.cit.,p.54.

(14)N.C.Soldon,o♪.cit.,p.87.

(15)1917年1月1日 の ナ ー ダ ー で は,週48時 間 に 対 し £1の 時 間 給,54時 間 ま

で の 超 過 勤 務 に 対 し て は 時 間 当 り6d.,そ れ 以 上 に つ い て は 男 性 と 同 じ賃 金 を

払 う べ き こ と,更 に1月24日 の オ ー ダ ー で は,熟 練 労 働 の 一 部 だ け を 行 っ て

い る よ う な 場 合 に は,3ケ 月 の 見 習 期 間 を 経 て 男 子 と 同 じ賃 金 を 払 う ぺ き こ

と が 決 め られ た6(1.O.Andrews,op.cit.,pp.95-6.)

(16)Ibid.,p.100.

(17)N.C.Soldon,op.cit.,p.84.

(18)1bid.,p.85.

(19)ダ イ リ ュ'一 シ ョ ン を 遂 行 す る た め に,多 く の 宣 伝 活 動 が な さ れ た が,'特 に

雑 誌rエ ン ジ ニ ア 』 は 当 初 か ら,雇 用 主 を ダ イ リ ュfシ ョ ン へ と 向 わ せ る こ

と に 積 極 で あ っ た 。

(20)MajorityReportonWo〃leninlndustry,Ch.III,quotedinG.

Braybon,op.¢ ☆.,p.86.

(21)1,0.Andrews,op.cit.,P.54.
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V諸 結 果

戦争 中婦 人の活躍を称 えて いた ジャーナ リズムは,こ の よ うな貢献 に よ

って婦人 の地 位が大 き く変 わ るとの幻想 を 作 り出 した。 「戦争が もた らし

た 変化 の うちで,最 も大 ぎい ものは婦人 の地 位 の変花で あ る。婦人 自身が
(1)

変 った ばか りでな く,男 性の婦人に対す る見解 も変 った」 とい う楽 観的見

解が」そ こごこに示 され ていた。確かに 参政権 とい う報酬 は与 え られ た。

だが産業上 の地 位に対 しては,ど うで あ った ろ うか。

現実 はは るかに厳 しい もので あ らた。す でに終戦前か らは じまっていた

失業は,500万 人 に及 ぶ 帰還兵 の出現を 前に,ま,す ます増人 してい った。

ある調査 に よるな らば,戦 時中 には じめて婦人を雇 った企業 ・764・の うち,

戦後 もその まま婦人を雇 う意思 あ りとした企 業288,組 合 との同意が あれ
(2)

ばそ の意 思あ りと した もの97,残 りの439は 全 くそ の意思 な しで あ った。

その理 由 としては,深 夜業 の禁止な ど保護 規定 の扱いが煩項 であ ること,

重労働に適 していない こと,余 計な監督 が必要 とな りコス ト高な ことな ど

があげ られ てい る。 しか しブ レイボ ンに よるな らぽ,こ の288と い う数字
'(3)

で さえ表 向 きの もので,実 際 は もっと低か ったはず であ るとい う。戦 前の

状態 に復帰 しよ うとす る雇用主 の意 思は 明 らかであ る。

一 方 ジ ャーナ リズ ムの論調 も一 変す る。 ダイ'リューシ 』ンを最 も積極的

に推唱 して きた雑誌 『エ ンジニア』 で さえ,婦 人の雇用は,男 子の雇 用が
べの

十分に満た され てい る場合 におい てのみ 行 うべ きと述べ るに至 ってい る。

1919年 を過 ぎると新 聞に おいて も,帰 還兵 のために婦人を解雇ずべ ぎとの

主張が・繰返 し表 われ て くる。 そ して現実 に・戦時 におけ る労働力増強 の

主力を成 した既 婚婦人の 多 くは・家庭へ と戻 っ,てい った のであ る・1924年

の工場 監督官 の次 の報告が,そ れを端的 に示 してい る。[戦 時産業 に お い

て非常 に顕著 であ った ところの代替の逆転現 象が完全に終 った。婦人 は婦
　 ト び 　 ロ ハ コ ロ 　 ハ

人の産業へ と戻 り,そ して戦時中0経 験が,婦 人に非常に適合的であるこ
(5プ

とを示 した産 業におい て も,今 や婦人は ほ とん ど残 っていない。」



それで も1911年 と1921年 の

セ ンサ スを比べ てみれば,い

くらか の違いはみ られ る。表

8よ り,サ ーヴ ィス ・衣料 と

い った伝統産 業におけ る減 少

と,銀 行 ・専門職な どの新興

産業 におけ る増大を指摘す る

ことが できる。 だが既述 の よ

うにかか る傾 向は,1911年 以

前か らすでに進 行 していた も

ので あった。何 ら大戦 の経験
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表8各 産業における婦人労働者数

ユ,000人

≡ 当 ・9、、年

i家 事 奉 公11,864
'i工 業 ・輸 送il

,353

i衣 料{703
　 コ

i店 舗13161銀 行 ・保険等1148

1専 門 演 劇 等;371ヨ
1公 務 員`76

;"一 一'Erf-…T～ 司

1921年

1,507;

1,6651

5・3{

lc1
、司

1?4;

5,0651

A.L.Bowley,So〃teE¢one〃 ∫6Co〃s召,

quencesoプtん ¢Greatワ γαプ,London,

1930,p.59

に よって引起 された ものではないのである。

でほ婦人労働者は,戦 争 中の産業労働 に よって,一 体何 を得 たのであろ

うか。確かに職業労働 におけ るそ の能力を認め られた場 合 もあ った。かっ

ては婦人 には とても無理 であ ると考 え られ ていた職 業に進 出 して,そ れを

こな してい った。「戦争が我 々 に 教 えて くれた ものが1つ ある。すなわ ち

産業労働におけ る婦人の能 力についてであ る。私の経験か らいえば,男 子

を徒弟に出す の と全 く同 じように若い時 か ら女性に訓練を与 え るな らぽ,

機械工業 において今行 ってい るよ うな単純 な仕事や,機 械 の見張 りとは異

った 多 くの仕事を女性は こなす ことができる。同 じことは事務 につ いて も

あてはま る。私が取締 りを してい るロン ドンシテ ィ ・ミッ ド ラ ン ド銀行

で,女 性が事務の仕事 を してい るが全 く成 功 してい る。 これ らの若い女性

の幾 人かが マネージャーにな っていると聞いている。 ここで も,重 要な仕

(6)

事を こなすのに必要 なのは,訓 練だけ であ る」 と述べたのは大鉄鋼工場 主

エ アデ[ル ・オ ブ ・グ レ ドー卿 であ るが,こ の ような認識は決 して少数 の

者に とどまるものではなか った。

だが この ような婦人の能力に対 す る認識は,婦 人の雇用に対 して どれ程

の影響を与 え るものであ った ろ うか。そ もそ も,婦 人 の雇用を決定す る要
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因は何 であ ったのか。それ は,婦 人 とは家庭責任を 負 う存在 であ り,雇 用

労働 はかか る家庭責任 に対 して何 ら障害 とな るよ うな ものであ ってはな ら

ない とい う認 識であ った。 家庭 と職業 とい う2つ の世 界のバ ランスの上 に

婦 人の労働は成 り立 っていた。 したが って,家 庭 におけ る婦 人の地位 に変

化 がない限 り,職 業 におけ る婦人の地位 に も変化はないのであ る。

家庭 の要 としての婦人 とい う考 えは,戦 時中で も常に作用 していた。 労

働力 としての婦人 と,民 族 の健康 の担 い手 としての婦人 との矛盾は,む し

ろ戦時中は一層切実 な形を とって表われ ていた であ ろ う。.幾つか の委員会

ヵ・,婦人の労働が家庭生活に及ぼす贈 を紗 返躍 査してい駕 だ繊

時中にあっては～.軍需嘉の生産者というより直接的短期的必要が優先 され
(8)

ざ るを えなか った。 ひ とたびそ の必要が な くなれば,再 び家庭責任 が重要

性を もって論 じられ る よ うに な る。戦 後の政府 の とった態度が 明 らかにそ

うであ った。 一 ・一

戦後に政府が 直面 した 問題 は,婦 人 の大量 の失業 であ った。 当初 は一時

的な もの とみ られ ていた失業 は一一向に減 らず,そ れ に対 して政府が とった

政策は,失 業手当支給 の条件を厳 しくす ることであ った。 まず,職 業紹介

所 の提示 した仕事 を拒否 したな らば,手 当は停止 され る。 この ことは まさ

に,婦 人をか っての伝統的婦 人産業へ と追 いや ることを意味 していた。職

業紹介所 で示 され る職業 め多 くは,戦 前か らす でに不 人気 とな り,か つ戦

時中に よ りよV'・労働条 件を求めて,労 働者が大 量に流 出 した家事奉公人や

洗濯業 な どの仕事だ ったのであ る。1919年2月 に行 われ た調査 では,家 事

奉公について,4。,.の 週給,月2回 の半 日休暇,服 装 は 舳 とし端 駕 こ

の仕事を受け入れ ると答 えた ものはた った の5%で あ った。住込みではな

く,':6時 に は仕事が終わ り,・1回 の食事が提供 され,1時 間9d.(日 曜 日

は倍)と す るな らば応ず る とい う者が30%,残 り65%は どんな条件で も拒
(10)

否す る とい う結果がで ていた。洗濯業 につ いていえば,依 然 として時間 当
(11)

り1%d・ か ら2d..と い う極 端に低賃金の 職種 であった。 この よ うな 労働

条件 の劣悪 な職業へ,婦 人を再び押 し込 め よ うとす るのが,こ の政策 であ
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(12)
る。',

また失業手当は,通 常働い ていた人に支払われ るべ きものであ るので,

戦 前働 いていなか った者に対 しては,現 在当人がいか なる状況に あろ うと

も手 当は支給すべ きではない,と ・の決定 もな され た。つ ま り政府の要請に

答 えて家庭 か ら軍需産 業へ と入 っていた既 婚婦人 は,労 働者 とは認め られ

なか ったのであ る。更に1922年2月 か らは,既 婚婦人 につ いては失業保険

か ら自動的 に排 除 され ることにな った。既 婚婦人の本来の場は雇用労働に

はない とい う考えが貫ぬかれたので ある。 この よ うな 厳 しい制約 の も と

で,19'21年 に失業手当を受 けてい る者は,婦 人失業者 の うちの4%に す ぎ
(13)

なか った。政府 は,戦 時体制を担 った婦人を,労 働者 と認 め ることは拒否

した のであ る。 一

か ふ る態度につ いては,労 働組合 も何 ら異 な るところが なか った。 婦人

の本 来の場 は家庭で ある とい う前提が繰返 し確認 され,既 婚婦人の解雇,

あ るいは低賃金労働を攻撃 しつつ も,そ こには当然限界 があ った のである。

つ ま り,"男 性 は外,女 性 は内"と い うイデオ ロギーには戦後何 らの変化

もなか った とい え よう。 この前提が変 らない とすれば,低 賃金労働者 とい

う婦人労働 者の地 位 もその ままであ る。 この ような状 況の中で,婦 人 の職

業労働 上の能力が認 め られ るよ うになれば ど うな るのか。男子労働者に と

って婦 人は,低 賃金を武器 とす る競争相手 としてだけではな く,更 に能力

を もった低賃金労働者 として出現 して くるのである。 その脅威 は一層大 き

くな り,そ れに対す る組合 の対応 も,一 層激 しい もの とな らざ る を 得 な

い。 婦人労働者 の置かれた状況は,ま す ます厳 しい もの とな るのであ る。

再 び1911'年 セ ンサ ス と1921年 のそれを比較L'て み よ う。14才 以上女性に

占め る就業 者の割 合は1911年 に35.7%,1921年 に33.7%。 未婚婦人のみに

つ いてみ ると1911年71.6%,21年73.4%で,こ れは上昇 している。 が,既

婚婦 人の場 合は25才 以下を除いて(こ の場 合は12%か ら13%に 上昇)す べ
(14)

ての年令 層におい て下が っている。 ここで も19μ 午以 前の傾向力㍉ 何 ら

の変 化 もな く貫徹 しているのである。 、"・ 、
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産業革命以来婦人労働者は景気 循環に対 す る クッシ ョンと して,つ ま り

その時 々の経 済の必要 に応 じて吸収 された り,あ るいは排 除 され た りす る

ことに よって景気に対 す る調整機能を果 してきた。第一 次大戦 とは,ま さ

にか か る巨大 な クッシ ョンを必要 と した時期 だった の で あ る。その意味

で,こ の時 期 とい うのは婦 人労働者に,何 ら新 しい ものを求めた時では な

か った といえ るのであ る。 ・-1

注'(1)M,MacarthurinM.Pliillips(ed.)WomenandtheLabourParty,

Lonψn,1918,p.18,quotedinG.BraybQn,op.cit.,p.157.

(2)TheTimesEngineeringSuPPIement,January1920,quotρd.inG.

Brayon,o♪.cit.,p.184.

(3)Ibid.,P.184.

(4)Enξineer,14Nov.1919,`WomeninIndustry'.

(5)Mi・i・trY.・)fL・b・u・ ,G・ ・ettq・S・ptgmb・r1924,`F・ct・Ti・s.9・dW・ ・k・

shops ・:Chirfln;peCt?ゴsAmualRep叫 ・uotedinGB「ayo叫c紘 ・

p.216.

(6)`TwoIrhportantLessonsfromEng】and'sExperience','System,June,

1917,p.567,quotedinI.0.Andraws,・op、cit.,p.107.

(7)V・m・n'…Empl・ym・ntC…ittee・]Vy・IC・bin・tC・ ・mitleeR・po・t
'
onWomen'inIndustry;Healtho正MUnltionsWorkersCommitteeな ど

が あ る。:'":

(8)1917年 に は ナ シ ョナ ル ・キ ッチ ンを 設 け て 女 性 を 家 事 か ら解 放 す る 試 み が

・ な され た 。 こ れ は 成 功 は し な か っ た が,し か し`女 性 の 本 来 の 場 は 家 庭 に あ

り'と い う従 来 の 考 え 方 か らみ れ ば, .革 新 的 な 方 策 で あ る 。(C.S.Peel,oP.

cit.,P.83.)

(9)当 時 家 事 奉 公 人 は 制 服 の 着 用 を 強 制 さ れ て お り,こ れ は ま さ に 隷 属 の シ ン

ボ ル と み な さ れ て い た 。

(10).W励 θ〃JITorker,Februaryl919,`WeWantWork',quotedinG.

Braybon,op.cit.,PP.182-3.

(11)N.C.Soldon,op.cit.,P.93.

(12).こ の 戦 争 中 に 結 局40万 人 が 家 事 奉 公 か ら離 れ た と い うど(F.W.Tickmer,

Wo胡 段inEnglishEc .qnom.icHistory,reprint,NewYQrk,1980,p.

213.)'

(13)G.'BTaybbn;ob・Lcit、,P.184.

(14)A,L.Bow!ey,op.cit.,P.58.'・'


